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「水質汚濁に係る農薬登録基準値（案）」に対する意見募集の結
果について 

 

令 和 ７ 年 1 0 月 2 3 日 

環境省水・大気環境局 

  環境管理課農薬環境管理室 

 

１． 意見募集の概要 

（１）意見募集の対象農薬 

グルホシネート及びグルホシネートＰナトリウム塩、プレチラクロール、プロパ

モカルブ塩酸塩、ペントキサゾン 

 

（２）意見募集の周知方法 

   関係資料を電子政府の総合窓口（e-Gov）に掲載 

 

（３）意見募集期間 

   令和７年５月１日（木）～ 令和７年５月31日（土） 

 

（４）意見提出方法 

  ・電子政府の総合窓口（e-Gov） 

・郵送 

 

（５）意見提出先 

   環境省水・大気環境局環境管理課農薬環境管理室 

 

 

２．意見募集の結果 

（１）寄せられた意見数 

・電子政府の総合窓口（e-Gov）  ３件 

・郵送              ０件 

 

（２）提出意見の総数  ３件 

 

（３）提出意見に対する考え方 

別紙のとおり 
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（別紙） 

No. 提出された御意見 御意見に対する考え方 

１ 日本は世界でも稀少な生水が飲用

できる資源大国です。その日本に於い

ては水質は自然な状態が最も良いと

考えられ、現代生活によって悪化させ

てしまうものです。技術の進歩によっ

てその悪化を改善に導いていくのが

当然で、いかに元の自然な状態に近付

けるかが本当の技術の進歩だと思い

ます。であれば、こういった化学物質

の基準は低くあることが求められま

す。 

水道設備の老朽化などが問題視さ

れますが、水は生きていく上で欠かせ

ないもので、ちょっとした工夫や現代

技術を用いることによって無理なく

クリアできる問題でしかありません。

何なら塩素さえ不要な水道だって全

然可能です。その水を日本人が外国企

業から買わねばならなくなる状況は

異常でしかありません。 

これからの時代益々水需要が高ま

っていくことは火を見るより明らか

で、そうなれば、日本は水資源で世界

に貢献できます。もっともっと品質の

良い水が当たり前に安価で手に入る

日本にしていきましょう。 

農薬は、病害虫や雑草を防除

し、安定した作物生産を確保す

るための重要な生産資材です。

農薬の安全確保のため、最新の

科学的知見に基づき評価を実施

し、使用量や使用方法を考慮し

た上で問題がないことが確認さ

れた場合のみ、農林水産大臣が

登録することとされています。 

我が国の水道では、原水の水

質状況に応じて整備された浄水

施設と適切な運転管理及び定期

的な水質検査等によって清浄な

水の供給が確保されています。

水質汚濁に係る農薬登録基準で

は、公共用水域の水の利用が原

因となって人に被害が生じない

よう、食品安全委員会で設定さ

れた一日摂取許容量（ＡＤＩ）を

基に、飲み水に由来する農薬の

ばく露により生涯にわたって人

の健康に影響が及ばない値を設

定しています。 

２ 今回の基準値の引き下げについて

は自分は賛成である。科学的見地の観

点から基準値については更新されて

しかるべきだと思うし、国際的な水分

中の濃度基準値を参照しても、例えば

EUなどはかなり厳しい基準値を設け

ている。今回の基準値の変更も国際的

な無農薬食品を求めるニーズに適合

していると個人的に考え、作物の輸出

等に際し信頼性の向上につながると

考える。しかしこの基準値の変更は国

内の農家の方々にさらなるコストを

発生させる可能性が大いに考えられ

農薬の登録審査や登録後の再

評価においては、農薬の安全確

保のため、最新の科学的知見に

基づき評価を実施し、使用基準

に従って使用すれば安全である

と確認できる農薬のみ、農林水

産大臣が登録を認めることとさ

れています。 

引き続き、科学的知見に基づ

く評価の実施に努めてまいりま

す。 
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るため。無理のない範囲に設定するこ

とが適当であると考える。 

３ 農薬も添加物と同じで、複数の農薬

を合わせて摂取すると毒性が増す可

能性があります。更に食品として摂取

すると添加物も加わる可能性も大き

いです。 

このように複合して摂取すると、単

体で判定するより遥かに危険です。 

基準を満たしているから大丈夫と

安易に許可するのはやめていただき

たい。 

複数の農薬のばく露による人

への影響については、その評価

手法も含め、引き続き、最新の科

学的知見の収集に努めてまいり

ます。 


